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１　市長部局の取組について

子ども政策課資料

月 日（曜） 内　容 会　場　等

6 3（土） 青少年育成さいたま市民会議　定期総会 産業文化センター　ホール

12（水）

青少年健全育成研修会（講演）
　講師：さいたま市立大久保小学校校長
　　　　　内野　多美子　氏
　演題：さいたま市の教育と青少年健全育成について

産業文化センター　ホール

23（日） 浦和まつり青少年育成巡回活動 浦和区中山道周辺

25（火） 第1回　いじめのないまちづくりネットワーク会議 ときわ会館  501会議室

上旬 大宮夏まつり青少年育成巡回活動 大宮駅周辺

20（日） 岩槻まつり青少年育成巡回活動 岩槻人形博物館周辺

24（木） いじめ防止シンポジウム RaiBoC Hall　大ホール

各地区で啓発品配布等

16（木） 第2回　いじめのないまちづくりネットワーク会議 ときわ会館  501会議室

10（日） 十日市青少年育成巡回活動 武蔵一宮氷川神社参道周辺

12（火） 十二日まち青少年育成巡回活動 調神社周辺

17（日） 青少年の主張大会 産業文化センター　ホール

下旬 年末青少年育成巡回活動 各地区で実施

1 8（月） 二十歳の集い さいたまスーパーアリーナ

2 24（土） 第22回青少年育成推進大会 産業文化センター　ホール　

〇毎月第3金曜日「少年を非行から守る日」などに各地区で青少年育成巡回活動を実施
〇大宮駅周辺環境浄化パトロールの実施　第３金曜日（年間７回）
〇いじめ防止のための啓発品の作成、配布
〇児童センター、若者自立支援センター、グリーンライフ猿花キャンプ場の管理運営
〇青少年の健全育成を目的とした団体への補助

7

＜青少年の非行・被害防止全国強調月間＞

夏季青少年育成巡回活動 各地区で実施

8

※その他

令和５年度　青少年健全育成事業の取組

＜子供・若者育成支援強調月間＞

青少年健全育成非行防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

12

11
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南部児童相談所資料 

 

令和４年度児童いじめ相談受付件数 

 

○令和４年４月１日から令和 5 年３月３１日まで                                

（件） 

  ※「その他」の 4 件では、先方から切電の 3 件をカウント。 

 

  （件） 

 

※「不明」は無言電話１件をカウント。 

 

 

【児童相談所によるいじめ電話相談】   

・平 日 ９：００ ～ １８：００   

 ・電 話 ０４８－７６２－７９２６（児童相談所内）  
 

総件

数 

相談内容 いじめ相談の対応 

いじめ 虐待 
一般 

相談 
他市 

無言・ 

いたず

ら 

教育相

談室を

紹介 

児 童 相

談 所 を

紹介 

他機関

を紹介 
助言 

 

その他 

25 15 ０ 9 0 １ 0 0 0 11 4 

相談者別件数 

小学生 中学生 高校生 保護者 その他 不明 

7 0 1 15 0 2 
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２ 教育委員会の取組について 

市立学校のいじめの現状について 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【高等学校】（件） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

さいたま市 2 3 1 2 4 

 

【特別支援学校】（件） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

さいたま市 0 0 0 0 0 

 
※令和４年度については速報値 
※データは市独自調査による 
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【いじめの定義】 

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるもの」をいう。             ＜いじめ防止対策推進法 第２条 第１項＞ 

指導２課 資料１ 
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市立学校のいじめの防止等に向けた取組について 
 

１ いじめの防止に係る主な取組 

⑴ 児童生徒の主体的な活動 

ア いじめ防止シンポジウム 

(ｱ) 趣旨 

・市内小・中・高等・中等教育・特別支援学校の児童生徒代表、大学生、教職員、

保護者、地域団体、関係行政機関が一堂に会し、市を挙げて、いじめを起こさ

せない、見逃さない環境づくりについて考える。 

 

(ｲ) 開催日  令和４年８月２４日（水） 

 

（ｳ） 開催方法 

    ・レイボックホールに参集しての参加と、会場の発表やパネルディスカッショ   

ンの様子をリアルタイムに、YouTube にて限定配信のハイブリット型で開催し

た。 

 

(ｴ)  内容 

     ・いじめ防止に向けた取組の発表 

・令和３年度全国いじめ防止サミット参加報告 

     ・弁護士による講演 

     ・会談（教育長、代表児童生徒、弁護士） 

 

(ｵ) 参加者 約８５０人 

 

(ｶ) 成果 

    参加者の感想からは、「いじめがいけないとはわかっていても、じっくりと考え

たことはありませんでしたが、シンポジウムに参加することで深く考えること

ができました。」「いじめの認識の違いは簡単にはなくならないと思うが、一人

ひとりが少しでもいじめについて考えることで変えることができると思いまし

た。」「防犯ボランティアをしているが、日々活動している中でも、このようにい

じめ防止活動にほんの少しでも役立てているとわかりました。」というご意見を

いただいた。 
 

 

 

 

 

 

指導２課 資料２ 
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イ さいたま市子ども会議 

 

(ｱ) 開催日  令和４年 ８月 ５日（金）実施 

(ｲ) 目的 

・代表生徒が一堂に会し、各校の取組について情報共有し、振り返ることを通し

て、いじめ防止に向けた話し合いを行う。 

    

     (ｳ)  参加者 

     ・ブロック会議    ・・・市立各中学校区の代表児童生徒 

      ・さいたま市子ども会議・・・市立各小・中・中等教育学校の代表生徒（１名） 

 
(ｴ) 成果 

・各中学校区ブロック会議で、「いじめを自分事として考える」をテーマに、自分

たちに何ができるかを考え、各校の取組について情報交換をした。 

・各校の取組について、成果を共有し、課題を１つでも解消するためにどんな取

り組み方が必要か、代表生徒同士で話し合うことができた。いじめは誰でも当

事者になる可能性があることを確認し、「いじめを自分事として考えるために」

何ができるのかについて検討することができた。 

 
   ※令和５年度の予定 
     ・さいたま市子ども会議 
      期日：令和５年８月４日（金）   １３：００～１６：００ 

会場：大宮国際中等教育学校 体育館アリーナ 
※市立各小・中・中等教育学校代表児童生徒 

 
     ・いじめ防止シンポジウム 
      期日：令和５年８月２４日（木）   ９：３０～１１：３０ 
      会場：ＲａｉＢｏＣ Ｈａｌｌ 大ホール 
 

(2) 学校が実施するじめの撲滅に向けた主な取組 

   ・校長等による講話 

    ・学校だよりやＰＴＡ広報誌による家庭や地域への広報活動     

・「簡易アンケート」等の実施 

    ・児童会・生徒会による、いじめ撲滅を目指したキャンペーン等の展開 

   ・いじめの未然防止に向けた学級担任等による指導 

   ・いじめ撲滅強化月間の取組（６月１日から６月３０日） 
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児童生徒・保護者の悩み、不安、心配 
（いじめ・不登校・集団不適応・学習の遅れ 等） 

さいたま市の教育相談体制について 

 

 

 

 

  

 

 

校長 

副校長・教頭 

学級担任 

学年主任 

教育相談主任 

生徒指導主任 

養護教諭 

特別支援教育 

コーディネーター 

部活動顧問 

スクール 

アシスタント 

等 

充実した学校生活 
不安や悩み・問題の改善・解決 

※令和４年度より、不登校等児童生徒支援センター（Ｇｒｏｗｔｈ）を設置しました。 

相 

談 

係 

管 

理 

運 

営 

係 

教育相談室  

相談への対応（電話・面接・訪問） 

・指導主事、心理職、精神保健

福祉士 ・教育相談員 ・個別

サポート指導員 ・スクールカ

ウンセラー・スーパーバイザー 

教育支援センター  

体験や入室生への対応 

・教育支援センター教育指導員 

・教育支援センター指導員 

教育相談室（市内６か所） 

学校における教育相談組織 教育委員会 総合教育相談室 

不
登
校
等
児
童
生
徒
支
援
係 

 

 
 

一
人
一
台
端
末
を
活
用
し
た
学
習
支
援
や 

多
様
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
実
施
・
指
導
主
事
等 

Ｇｒｏｗｔｈ 

児童生徒や保護者の抱える

心の問題を改善していく 

「心理の専門家」 

 

スクールカウンセラー（SC）

児童生徒や保護者を取り 

巻く環境を改善していく 

「福祉の専門家」 

 

スクールソーシャルワーカー

児童生徒や保護者の相談に 

応じる 

「学校の相談窓口」 

さわやか相談員 

教
育
相
談
推
進
事
業
の
予
算
、会
計
年
度
任

用
職
員
の
採
用
・
配
置
等
に
関
す
る
こ
と 

教
育
相
談
に
係
る
指
導
・
助
言
・
研
修
等

に
関
す
る
こ
と 

「
不
登
校
等
児
童
生
徒
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
Ｇ
ｒ
ｏ
ｗ
ｔ
ｈ
）
」
の
運
営
等
に
関
す
る
こ
と 

令和５年度 第１回「さいたま市いじめのないまちづくりネットワーク」 
総合教育相談室 資料 
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１ 教育相談室 

    さいたま市では、北、堀崎、あいぱれっと、岸町、美園、岩槻の６か所の教育相談室を設置

し、市内に在住・在学する幼児から高校生及びその保護者を対象として、学校生活に関わる様

々な相談を受けるとともに、児童生徒への支援方法について教職員に助言をし、子どもの健全

育成を目指している。 

 

【教育相談室における主な活動内容】 

〈教育相談全般〉 

学校生活にかかわる不安や悩みのある児童生徒やその保護者への教育相談及び児童生徒へ

の支援方法を教職員に助言する。 

（１）面接相談、電話相談及び訪問相談を行う。 

（２）教育支援センター（「はばたき」「ステップ」「あおぞら」「はぐくみ」「かけはし」「たいよう」）  

様々な理由で登校することが困難な児童生徒に対して、社会的自立を目指した支援を行

う。 

  （３）幼児（年中・年長児）のことばの相談   

正しい発音が難しい、話し方が幼い等、言語に関する相談や言語指導を未就学児及びその

保護者に行う。 

  （４）専門医による教育相談            

精神科医による教育相談を年８回程度実施する。 

（５）関係機関との連携 

相談活動を効果的に進めるため、必要に応じて情報提供を行う。 

 

〈学校コンサルテーション〉 

（１）学校訪問による教育相談、学級経営を支援する教育相談を行う。 

（２）日頃から児童生徒の心の問題について、早期の問題発見や適切な対応を図るため、学校や

家庭と連絡を密にとり、教職員や保護者との共通理解を図る。 

 

   〈その他〉 

（１） 災害や事件・事故発生時における児童生徒及び保護者の心のケアをする。 

（２） 大きなストレスを受けた児童生徒一人ひとりをよく観察して、その心の状態を理解し、

実態に即した心のケアをする。 
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２ 教育支援センター 

各教育相談室には、様々な理由で登校することが困難な児童生徒に対して、社会的自立を目指

した相談・指導を行う教育支援センターがある。 

教育相談員と相談を進める中で、入室が効果的だと判断される場合、保護者、学校と協議の上、

学校からの申込みにより入室となる。 

教育支援センターでは、教育相談員と指導員等が連携を図りながら、相談・支援を行い、児童

生徒の生活リズムを整えさせながら、個別または小集団の活動を通して、集団生活への適応力や

自立心を養う。 

 

 

３ 不登校等児童生徒支援センター「Ｇｒｏｗｔｈ」 

「不登校等児童生徒支援センター（Ｇｒｏｗｔｈ）」では、病気や不登校等で長期欠席をして

いる児童生徒に対して、学ぶ楽しさや喜びを実感できる機会（学びのチャンス）を提供する。一

人一台情報端末を活用した学習支援や多様なプログラムなどを実施し、不登校等児童生徒の社会

的自立を目指している。 

さいたま市見沼区堀崎町４８－１  電話（０４８－６８８－１４５３） 

 

名  称 住   所 電話・FAX 

北教育相談室 

教育支援センター 

「はばたき」 

〒３３１－０８２３  

北区日進町２－１９１５－１ 

（つばさ小学校体育館２階） 

TEL 048-661-0050 

FAX 048-653-4729 

堀崎教育相談室 

教育支援センター 

「ステップ」 

〒３３７－００５２  

見沼区堀崎町４８－１ 

（さいたま市職員研修センター１階） 

TEL  048-688-1414 

FAX 048-688-1464 

あいぱれっと教育相談室 

教育支援センター 

「あおぞら」 

〒３３０－００７１ 

浦和区上木崎４－４－１０ 

（さいたま市子ども家庭総合センター３階）

TEL  048-711-5433 

FAX  048-711-5672 

岸町教育相談室 

教育支援センター 

「はぐくみ」 

〒３３０－００６４  

浦和区岸町６－１３－１５ 

（さいたま市立教育研究所１階） 

TEL 048-838-8686 

FAX 048-866-4353 

美園教育相談室 

教育支援センター 

「かけはし」 

〒３３６－０９６７ 

緑区美園４－１９－１ 

（美園コミュニティセンター３階） 

TEL 048-711-7215 

FAX 048-711-7915 

岩槻教育相談室 

教育支援センター 

「たいよう」 

〒３３９－８５８５ 

岩槻区本町３－２－５ 

（ワッツ東館４階） 

TEL 048-790-0227 

FAX 048-790-0257 
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（１）「不登校等児童生徒支援センター（Ｇｒｏｗｔｈ）」の利用方法 

① Ｇｒｏｗｔｈの利用を希望する児童生徒の保護者は、会場説明会に参加またはオンライン説

明動画を視聴する。 

② 保護者はＧｒｏｗｔｈのホームページ上にある申込フォームから申し込みをする。また、保

護者は在籍校の校長に「利用申込書」を提出する。 

③ 校長は、保護者から提出された利用申込書を確認し、総合教育相談室長宛てに送付する。 

※児童生徒は、申込の翌月から利用を開始することができる。 

 ※詳細については、ホームページを参照のこと。 

４ その他の取組 

（１）スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、さわやか相談員の配置及び派遣  

→学校教育相談体制の充実を図るための支援を行う。※別紙１参照 

 

（２）スクールカウンセラースーパーバイザーの配置及び活用 

→緊急事案への対応とともに、スクールカウンセラーの教育相談活動等に対し、指導・助

言を行う。 

 

（３）個別サポート指導員の配置及び派遣 

→生徒指導等で課題のある児童生徒に対して、相談及び様々な教育活動への支援を行う。 

 

（４）さいたま市２４時間子どもＳＯＳ窓口の設置(０１２０－０―７８３１０) 

→子どもに関する悩み等について、２４時間体制で児童生徒や保護者の電話相談を行う。 

 

  （５）さいたま市ＳＮＳを活用した相談窓口の設置 

 以下の期間中、毎日実施 

４月２１日～ ５月１０日、  ６月 １日～ ６月１０日 

７月 １日～ ７月１０日、  ８月 １日～ ８月１０日 

８月２４日～ ９月１０日、 １０月 １日～１０月１０日 

１１月 １日～１１月１０日、 １２月 １日～１２月１０日 

１２月２４日～ １月１０日、  ２月 １日～ ２月１０日 

 ３月 １日～ ３月１０日 

→さいたま市立中・高等・中等教育学校の生徒を対象に、ＳＮＳを活用した相談を行う。 

      ※詳細は、年度初めに配付するリーフレットを参照。 

 

（６）院内学習室  

→さいたま市立病院に入院している児童生徒に対して、退院して学校に登校する際の不安

を和らげるため、院内学習室において、学習支援や相談を行う。 
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スクールカウンセラー 全市立学校配置 

配 置 の 目 的 職 務 内 容 

いじめ、不登校等、児童生徒の心

の問題の重要性にかんがみ、教職員

又は保護者への相談・助言及び児童

生徒のカウンセリング等を行い、健

全な児童生徒の育成を図るため、心

理や発達課題に関して、高度に専門

的な知識・経験を有する、スクール

カウンセラーを配置する。 

(1)児童生徒又は保護者へのカウンセリングに関すること。 

(2)教職員や保護者に対する相談・助言に関すること。 

(3)アセスメントのための心理検査（ＷＩＳＣ検査等）に関すること。 

(4)教職員と協働した発達課題に対する個別及び集団への予防、開発的な

指導・助言に関すること。 

(5)校内のいじめ対策委員会に関すること。 

(6)その他、教育委員会が必要と認める業務に関すること。 

スクールソーシャルワーカー 小学校配置  中・高等・中等教育・特別支援学校は要請による派遣 

配 置 の 目 的 職 務 内 容 

いじめ、不登校、暴力行為、子ど

もの貧困、児童虐待、ヤングケアラ

ーなどの課題に対し、教育分野に関

する知識並びに福祉等の専門的な

知識及び技術を用いて、児童生徒の

置かれた様々な環境に働き掛けて

支援を行い、健全な児童生徒の育成

を図るため、スクールソーシャルワ

ーカーを配置する。 

(1)問題を抱える児童生徒等が置かれた環境への働き掛けに関すること。 

(2)児童・保護者、教職員等に対する相談、情報提供等の支援に関するこ

と。 

(3)要請を受けた中・高等・中等教育・特別支援学校における生徒・保護

者、教職員等に対する相談、情報提供等の支援に関すること。 

(4)学校内におけるチーム体制の構築、連携及び調整に関すること。 

(5)関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整に関すること。 

(6)教職員研修等への指導及び助言に関すること。 

(7)校内のいじめ対策委員会に関すること。 

(8)その他、教育委員会が必要と認める業務に関すること。 

さわやか相談員 中学校配置  小学校は要請による派遣 

配 置 の 目 的 職 務 内 容 

いじめ、不登校等、児童生徒の心

の問題の重要性にかんがみ、児童生

徒・保護者との相談等に応じるとと

もに、学校・家庭・地域との連携を

図り、健全な児童生徒の育成を図る

ため、さわやか相談員を配置する。 

(1)配置中学校・中等教育学校の生徒・保護者の相談及び支援に関するこ

と。 

(2)要請を受けた配置中学校区の小学校における児童・保護者の相談及び

支援に関すること。 

(3)学校・家庭及び地域との連携に関すること。 

(4)いじめ、不登校児童生徒等への対応に関すること。 

(5)相談活動における教職員との連携に関すること。 

(6)校内のいじめ対策委員会に関すること。 

(7)その他、教育委員会が必要と認める業務に関すること。 

 

別紙１ 
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令和５年度「不登校等児童生徒支援センター（Growth）」概要 

 

令和４年４月に新たに、総合教育相談室に「不登校等児童生徒支援係」を設置し、

「不登校等児童生徒支援センター（Growth）」を開設した。「不登校等児童生徒支援セ

ンター（Growth）」では、不登校や病気等で長期欠席している児童生徒（令和３年度

１６３４名）に対し、さいたま市 GIGA スクール構想において配備した１人１台端末

等を活用し、オンラインでの授業・学習支援等を行う。また、希望者が実際に集まり、

体験活動やオフ会を行う。 
令和５年度、Growth は令和５年度は指導主事７名と専門職３名の計１０名で運営

し、今年度はさらにメタバース（インターネット上の仮想空間）やファブスペース（様々

なデジタル工作機械や機器が置いてある場所・部屋）、学習コンテンツの利用、専門職

による相談等、学習と相談支援体制を強化する。 
 
１ 設置目的 
   不登校や病気等で長期欠席している児童生徒が、オンライン授業を含めたＩＣ

Ｔを活用した学習支援や体験活動等を通して、学ぶ喜びや人とのつながりを実感

し、社会的に自立していくことを目指す。 
 
２ 対象児童生徒 
   さいたま市立小・中・高等・中等教育学校における長期欠席者（継続的・断続的

に学校へ通学できない状態が原則３０日以上続いている児童生徒）のうち、主に

オンラインでの学習を希望する者 
 
３ 事業概要 

（１）ＩＣＴやメタバースを活用した学習支援の実施 
・児童生徒の実態に応じた授業（国語、算数・数学、グローバル・スタディ

等）の配信 
     ・オンラインによる個別学習支援及び学習目標の設定などのサポート 
     ・公共施設等の連携授業 

（２）多様なプログラムの実施 
・オンラインによるホームルームやオンラインレク等の実施 
・日帰り体験活動（自然体験）・オフ会・他自治体との連携企画等の実施 

（３）教育相談・サポート体制の充実 
・市内６室の教育相談室と連携し、電話相談やオンライン相談等の実施 
・学生ボランティア等の活用（学習支援・相談支援） 

 
４ 当面の予定 

（１）学校への通知文の送付 
４月３日（月） 
「不登校等児童生徒支援センター（Growth）」の説明会にかかわるリーフレ

ットの配布 
（２）Growth 専用ホームページの開設 

４月１０日（月）に市ホームページと併せて Growth 専用ホームページに 
「不登校等児童生徒支援センター（Growth）」の説明会案内等を掲載 

（３）説明会の実施 
・来場説明       ４月１８日（火）、５月１７日（水） 
・オンライン動画説明  ４月１９日（水）以降に HP に掲載 

  （４）授業配信等の予定 
・オンラインホームルーム   ４月６日（木）～５月２日（火）午前のみ 
・オンライン授業開始     ５月８日（月） 
・体験活動等         ７月、１０月頃 
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５ 参加状況    

（１）令和４年度（年間） 申込者数  ２３５人 

 

（２）令和５年６月３０日（金）現在 

①会場説明会申込・参加人数                     単位：人 

 ４月１８日（火） ５月１７日（水） 合計 

参加人数 ３６ ２２ ５８ 

 

 

②オンライン説明会視聴回数について                 単位：回 

視聴回数 ６８８ 

 

 

③申込者数                             単位：人 

 小学校 中学校 合計 

４月 ３５ ７８ １１３ 

５月 １３ １８ ３１ 

６月 ９ １５ ２４ 

合計 ５７ １１１ １６８ 

                   ※令和４年度 同期間申込者数  ９６（人） 

 

④オンラインホームルーム延べ参加状況                単位：人 

 ５月 ６月 合計 

小学校 ５９７ ９９０ １５８７ 

中学校 １３１２ １９６３ ３２７５ 

合計 １９０９ ２９５３ ４８６２ 

 

 

⑤オンライン授業延べ参加状況                    単位：人 

 ５月 ６月 合計 

小学校 １５４ ２５５ ４０９ 

中学校 ３２８ ４７９ ８０７ 

合計 ４８２ ７３４ １２１６ 
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